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議案第４４号 

 

おいらせ町情報公開条例及びおいらせ町個人情報保護条例の一

部を改正する条例について 

  

おいらせ町情報公開条例及びおいらせ町個人情報保護条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  平成２９年 ９ 月 ４ 日 提出 

 

                おいらせ町長 三 村 正太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成

２７年法律第６５号）並びに行政機関等の保有する個人情報の適正か

つ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び

豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律

（平成２８年法律第５１号）の施行に伴い、情報公開等に関し必要と

なる規定の改正を行うため提案するものである。 
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   おいらせ町情報公開条例及びおいらせ町個人情報保護条例の一

部を改正する条例 

 （おいらせ町情報公開条例の一部改正） 

第１条 おいらせ町情報公開条例（平成１８年おいらせ町条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

    第７条第３号中「記述等」の次に「（文書、図画若しくは電磁的記

録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）」を

加える。 

 （おいらせ町個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 おいらせ町個人情報保護条例（平成１８年おいらせ町条例第

９号）の一部を次のように改正する。 

  「使用」を「利用」に、「き損」を「毀損」に改める。 

  第２条第１号中「個人に関する情報」の前に「生存する」を加え、

「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」を「次のいずれ

かに該当するもの」に改め、同号に次のように加える。 

   ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、

図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

をいう。次号イにおいて同じ。）で作られる記録をいう。以下

同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その

他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。） 

   イ 個人識別符号が含まれるもの 

  第２条第８号中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
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ては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）」を削り、同号を１０号とし、第７号を第９号とし、第６号中

「独立行政法人をいう。」を「地方独立行政法人をいう。」に改め、

同号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第

３号中「第２６条の３」を「第２６条の２」に改め、同号を第５号

とし、第２号を第４号とし、第１号の次に次の２号を加える。 

(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号そ

の他の符号のうち、実施機関が定めるものをいう。 

   ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供する

ために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当

該特定の個人を識別することができるもの 

   イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商

品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカード

その他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録さ

れた文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若

しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるよ

うに割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されること

により、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を

識別することができるもの 

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯

罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当

な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特

に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる

個人情報をいう。 

  第６条第１項第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号

の次に次の１号を加える。 

  (5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

第７条第２項中「次に掲げる個人情報」を「要配慮個人情報」に、
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「当該個人情報」を「当該要配慮個人情報」に改め、第１号及び第

２号を削る。 

第１０条第３項中「これ」を「、これ」に改める。 

第１５条第３号中「、開示することにより」の前に「、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の

特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

により、開示請求者以外の特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示

請求者以外の特定の個人を識別することはできないが」を加え、次

のただし書を加える。 

ただし、次に掲げる情報を除く。 

 ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ること

ができ、又は知ることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示する

ことが必要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第  

１２０号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第４項に規定

する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等

の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員

及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務

の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

第１５条第４号中「法人その他の団体（町、国、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年

法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。

以下同じ。）、町以外の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。
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以下「法人等」という。）」を「法人等」に改める。 

  第１６条第２項中「情報を除くこと」を「記述等及び個人識別符

号の部分を除くこと」に、「当該情報を除いた情報」を「当該部分を

除いた部分」に改める。 

  第１９条第６項中「すべて」を「全て」に改め、同条第７項第２

号中「とき。」を「場合」に改める。 

  第２０条第１項中「開示決定等」を「前条第１項又は第２項の決

定（以下「開示決定等」という。）」に、同条第２項中「開示決定」

を「前条第１項の決定（以下「開示決定」という。）」に、同条第３

項中「前条第１項の決定（以下「開示決定」という。）」を「開示決

定」に改める。 

  第２４条の見出しを「訂正・利用停止請求」に改め、同条第１項

中「含む、以下」を「含む。以下」に改め、「（以下「訂正等」とい

う。）」を削り、同項第１号中「、追加又は削除」を削り、同項第２

号中「違反して保有」を「違反して収集」に、「削除」を「消去」に

改め、同項第３号中「実施機関が」を「実施機関により」に改め、

同項第５号中「番号法第１９条」を「第８条の３」に改め、同条第

２項中「訂正・利用停止請求」を「訂正又は利用停止の請求（以下

「訂正・利用停止請求」という。）」に改める。 

  第２５条第２項中「訂正等」を「訂正」に改める。 

  第２６条第５項中「訂正・利用停止の請求」を「訂正・利用停止

請求」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第６項中「訂正・利用

停止の請求」を「訂正・利用停止請求」に改め、同項第２号中「と

き。」を「場合」に改める。 

  第２６条の２見出し中「提供先」を「提供先等」に改め、同条中

「訂正等」を「訂正」に改める。 

  第２７条第１項第３号中「訂正等」を「訂正」に改め、同号の次

に次の１号を加える。 
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(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人

情報の利用停止をすることとする場合 

  第３０条第１項中「前条」の次に「第３項」を加え、同条第４項

中「是正の」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （おいらせ町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正後のおいらせ町個人情報保護条例

（以下「改正後条例」という。）第２条第７号に規定する実施機関が

保有している個人情報であって、改正後条例第２条第３号に規定す

る要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第６条第２項の

規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらか

じめ」とあるのは、「現に行っているときは、おいらせ町情報公開条

例及びおいらせ町個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成 

２９年おいらせ町条例第 号）の施行後遅滞なく」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


